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大阪市水道局庁内等における行為許可の取消し等

大阪市水道局庁内管理規程では、違反行為に対する措置として、庁内への立入り禁止、許可要件に対する
違反に伴う許可の取り消し、その他庁内等における秩序を乱し、又は公務の円滑な遂行を妨げる者に対
し、庁内等からの退去若しくは物件等の撤去を命ずることができるとしています。

大阪市水道局庁内管理規程（昭和62年４月１日管理規程第１号）第９条
（http://www1.g-reiki.net/reiki37e/reiki.html）

◎次に掲げる場合には、庁内等への立入りを禁止し、許可を取り消し、行為を禁止又は中止させ、庁内
等からの退去若しくは物件等の撤去を命ずることがあります。
（1）第５条（庁内等の出入り）の規定に違反し、氏名、出入りの目的等を明らかにしない場合。
（2）第６条（許可を要する行為）第１項、第２項又は第３項の規定に違反し、当該行為の許可を受けな
     い 場合又は許可に付された条件に違反する場合。
　 　・第６条第１項の許可については、行為許可の審査基準（1）～（7）の要件を参照してください。
　　 ・第６条第３項に規定する条件とは、同条第１項の行為許可及び同条第２項の事務室の使用許可に
      庁内等の管理上必要な範囲内で付された条件をいいます。
（3）第８条の規定に違反する場合又はそのおそれのあることが明らかである場合。
　　 ○具体的には、次に掲げる行為をいいます。
　　　 ①凶器又は爆発物その他の危険物の持込み
　　　　・凶器その他の危険物とは、刀剣類、銃器、劇薬物等をいいます。
　　　 ②庁内又は備品等の物件の破損又は汚損
　　　　・備品等とは、庁内に配置されている机、椅子、電話、消火器等をいいます。
　　　 ③通行を妨げる行為
　　　　・行為許可の審査基準（5）集会の開催及び集団での立入り並びに許可を受けない工事、物品等
          の搬入をいいます。
　　　 ④前①～③に掲げるもののほか、庁内等における秩序を乱し、又は公務の円滑な遂行を妨げる行為
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